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◆
一
般
職
の
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
の
特
例

条
例

Ｑ　

部
長
職
・
次
長
職
に
お
い
て
減
額
さ
れ
る
金
額
は
。

Ａ　

部
長
職
約
７
２
０
万
円
、
次
長
職
約
６
８
０
万
円
、
合

計
年
間
１
４
０
０
万
円
で
あ
る
。

Ｑ　

部
長
・
次
長
職
以
外
の
職
員
と
の
労
使
間
の
協
議
は
。

Ａ　

平
成
19
年
度
実
施
に
向
け
協
議
を
行
っ
て
い
く
。

◆
埼
玉
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事

務
の
変
更
及
び
同
組
合
の
規
約
変
更

Ｑ　

問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
か
。

Ａ　

メ
リ
ッ
ト
は
組
合
議
員
等
の
削
減
で
あ
る
。
問
題
点
は

所
得
税
等
の
納
期
の
特
例
が
不
適
用
に
な
る
。

Ｑ　

統
合
に
よ
り
、
負
担
金
等
に
変
動
は
な
い
の
か
。

Ａ　

会
計
・
基
金
の
運
用
が
独
立
し
て
い
る
た
め
、
ほ
か
の

事
務
に
影
響
が
出
る
こ
と
は
な
い
。

◆
平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

Ｑ　

公
債
費
は
過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
か
。

Ａ　

平
成
21
・
23
年
度
で
償
還
が
終
わ
る
事
業
が
あ
り
、
新

た
な
借
り
入
れ
を
行
っ
て
も
、
過
度
の
負
担
は
予
測
さ
れ
て

い
な
い
。

Ｑ　

公
益
施
設
の
検
討
状
況
は
。

Ａ　

市
民
に
よ
る
検
討
委
員
会
の
提
言
等
を
踏
ま
え
て
、
施

設
内
容
・
配
置
・
利
用
形
態
な
ど
を
精
査
し
て
い
る
。

Ｑ　

な
ぜ
、
認
可
が
下
り
て
い
な
い
段
階
で
債
務
負
担
行
為

を
設
定
す
る
の
か
。

Ａ　

平
成
18
年
度
末
ま
で
に
法
手
続
を
終
え
る
た
め
で
あ
る
。

Ｑ　

公
債
費
の
算
出
に
際
し
て
、
総
合
振
興
計
画
に
基
づ
く

事
業
は
入
っ
て
い
る
の
か
。

◆
市
道
の
路
線
の
廃
止

Ｑ　

市
道
Ａ
５
１
５
号
線
は
、
一
部
売
却
予
定
箇
所
以
外
の
部

分
は
現
道
の
ま
ま
市
道
と
し
て
生
か
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
廃
止
と
再
認
定
を
同
時
に
し
な
い
の
か
。

Ａ　

現
状
で
は
売
却
予
定
箇
所
に
住
宅
が
建
っ
て
い
て
、
そ
の

西
側
が
道
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
整
理
し
た

後
に
認
定
を
し
て
い
く
。

Ｑ　

路
線
の
再
認
定
に
つ
い
て
は
、
路
線
の
全
体
的
な
売
却
の

動
向
が
確
定
し
た
後
に
再
認
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
。

Ａ　

同
一
路
線
の
中
で
売
却
可
能
な
部
分
が
あ
る
場
合
、
そ
の

動
向
確
定
後
に
再
認
定
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

売
却
を
予
定
す
る
道
路
の
廃
止
は
、
地
区
ご
と
に
順
次
進

め
る
と
の
こ
と
だ
が
、
今
回
の
廃
止
路
線
は
市
内
各
地
か
ら
出

て
き
て
い
る
が
。

Ａ　

地
区
ご
と
に
順
次
対
応
と
い
う
基
本
方
針
は
変
わ
ら
な
い
。

た
だ
し
、
今
回
の
廃
止
案
件
に
つ
い
て
は
、
開
発
行
為
を
伴
う

も
の
、
本
人
か
ら
取
得
の
意
向
の
あ
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
市
道
Ａ
５
１
５
号
線
は
街
中
を
通
る
道
路
で
あ
り
、

今
後
時
期
を
置
か
ず
再
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の

要
望
も
あ
り
ま
し
た

  

な
お
、
審
査
に
先
立
っ
て
、
市
道
の
路
線
の
認
定
・
廃
止

箇
所
及
び
所
管
に
関
連
す
る
工
事
箇
所
の
視
察
を
行
い
ま
し

た
。
︵
写
真
︶

Ａ　

公
債
費
に
見
込
ん
で
い
る
。

Ｑ　

多
額
の
起
債
を
行
う
こ
と
の
妥
当
性
は
。

Ａ　

施
設
・
設
備
に
要
す
る
費
用
を
将
来
的
な
市
民
に
も
負
担

い
た
だ
く
こ
と
が
起
債
の
趣
旨
で
も
あ
る
。

Ｑ　

財
政
見
通
し
の
、
法
人
市
民
税
の
基
準
は
。

Ａ　

過
去
10
年
間
の
平
均
よ
り
低
目
と
見
込
ん
で
い
る
。

Ｑ　

ほ
か
に
国
、
県
の
補
助
メ
ニ
ュ
ー
は
あ
る
の
か
。

Ａ　

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
が
対
象
に
な
る
。

総
務
経
済
委
員
会

建

設

委

員

会

狭
山
市
駅
西
口
再
開
発
に
伴
う

　
　
　
　
　
　

債
務
負
担
行
為
を
審
査

市
道
路
線
の
認
定
・
廃
止
を
審
査
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30
日
（
木
）

31
日
（
金
）

６
日
（
木
）

12
日
（
水
）

13
日
（
木
）

18
日
（
火
）

19
日
（
水
）

　

〜
20
日
（
木
）

27
日
（
木
）

28
日
（
金
）

12
日
（
金
）

　
　
　
　
　

 

　
　
　

 

18
日
（
木
）

19
日
（
金
）

23
日
（
火
）

24
日
（
水
）

31
日
（
水
）

6
日
（
火
）

▽
埼
玉
県
都
市
競
艇
組
合
議
会
定
例
会
へ
議
長
出
席
（
さ
い
た
ま
市
）

▽
狭
山
市
駅
西
口
地
区
整
備
の
意
見
書
・
署
名
簿
に
係
わ
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
狭
山
市
駅
西
口
地
区
整
備
の
意
見
書
・
署
名
簿
に
係
わ
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
埼
玉
県
市
議
会
議
長
会
監
事
会
へ
議
長
出
席
（
上
尾
市
）

▽
埼
玉
県
市
議
会
議
長
会
第
二
区
議
長
会
事
務
引
継
会
へ
正
副
議
長
出
席

（
入
間
市
）

▽
狭
山
市
駅
西
口
地
区
整
備
の
意
見
書
・
署
名
簿
に
係
わ
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
関
東
市
議
会
議
長
会
理
事
会
、
定
期
総
会
へ
議
長
出
席
（
千
葉
県
浦
安
市
）

▽
全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議
会
関
東
部
会
、
正
副
会
長
・
監
事
・
相
談
役

　

会
議
へ
議
長
出
席　

（
東
京
都
昭
島
市
）

▽
埼
玉
県
市
議
会
議
長
会
役
員
会
、
定
期
総
会
へ
議
長
出
席
（
上
尾
市
）

▽
埼
玉
県
市
議
会
議
長
会
事
務
引
継
会
へ
議
長
出
席
（
川
口
市
）

▽
議
会
運
営
委
員
会

▽
狭
山
市
駅
西
口
地
区
整
備
の
意
見
書
・
署
名
簿
に
係
わ
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
平
成
18
年
５
月
臨
時
会
（
会
期
１
日
）

▽
埼
玉
県
都
市
財
政
研
究
会
定
期
総
会
へ
副
議
長
出
席
（
飯
能
市
）

▽
埼
玉
県
市
議
会
議
長
会
第
二
区
議
長
会
定
期
総
会
へ
正
副
議
長
出
席

（
入
間
市
）

▽
全
国
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
へ
議
長
出
席
（
東
京
都
千
代
田
区
）

▽
議
会
運
営
委
員
会

▽
平
成
18
年
６
月
定
例
会
（
会
期
16
日
）

追
悼
の
言
葉
（
要
約
）

　

あ
な
た
は
、
平
成
３
年
、
青
年
会
議
所

や
保
護
司
な
ど
の
経
験
か
ら
、
衆
望
に
応

え
て
、
市
議
会
議
員
に
初
当
選
以
来
、
議

会
運
営
委
員
長
や
建
設
委
員
長
の
要
職
を

務
め
、
常
に
市
民
本
位
の
市
議
会
を
目
指

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

「
不
言
実
行
」
と
は
、
あ
な
た
の
た
め

に
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

　

あ
な
た
は
、
豪
胆
さ
と
繊
細
さ
と
い
う

相
反
す
る
素
質
を
併
せ
持
ち
、
そ
の
功
績

は
、
縁
の
下
の
力
持
ち
と
で
も
い
う
よ
う

に
、
地
道
な
努
力
の
積
み
重
ね
で
あ
り
ま

し
た
が
、
無
言
の
中
に
も
、
そ
の
迫
力
と

行
動
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。

　

狭
山
市
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
発
展
を
願

っ
て
お
ら
れ
た
あ
な
た
の
幾
多
の
功
績
に
、

敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、

私
た
ち
も
狭
山
市
政
の
繁
栄
に
一
層
の
力

を
尽
く
す
こ
と
を
お
誓
い
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

ひ
た
す
ら
故
斎
藤
哲
男
議
員
の
ご
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ご
遺

族
の
上
に
限
り
な
い
ご
加
護
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
念
じ
ま
し
て
、
追
悼
の
言
葉
と

い
た
し
ま
す
。

　

斎
藤
哲
男
議
員
が
去
る
５
月
19
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
57
歳
。

　

６
月
定
例
会
初
日
、
本
会
議
場
に
て
、
武
藤
喜
八
議
員
か
ら
追
悼
の
言
葉
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
５
月
19
日
付
で
旭
日
単
光
章
の
叙
勲
を
受
け
ま
し
た
。

議

会

日

誌

３　

月

５　

月

６　

月

４　

月

斎
藤
哲
男
議
員
逝
去

　

謹
ん
で
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
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